
教
育
研
修
課

教
職
員
課

教
育
財
務
課

教
育
総
務
課

課

名

号

外�
平

成
二
十
四
年

四

月

一

日

管
理
調
整
係
、
研
修
企
画
係
、
基
本
研
修
係
、
専
門
研
修
係
、
情
報
化
推

進
係
、
情
報
研
修
係

管
理
調
整
係
、
小
中
学
校
係
、
高
等
学
校
係
、
給
与
係
、
免
許
・
公
務
災

害
係
、
厚
生
係
、
健
康
管
理
係

管
理
調
整
係
、
経
理
係
、
助
成
係
、
施
設
係
、
技
術
係

管
理
調
整
係
、
政
策
企
画
係
、
義
務
教
育
企
画
係
、
中
等
教
育
企
画
係
、

調
査
広
報
係
、
予
算
係

係

名

目

次

教
育
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

教
育
総
務
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

○
岐
阜
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

三

○
岐
阜
県
立
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

四

教
育
委
員
会
訓
令
甲

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(
教
育
総
務
課)

五

教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
防
火
等
対
策
実
施
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令

(

教
育
総
務
課)

六

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

七

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
自
動
車
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)
七

教
育
委
員
会
規
則

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

土

屋

嶢

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則(

昭
和
三
十
八
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

課
及
び
係
の
設
置)

第
二
条

事
務
局
の
本
庁(

以
下｢

本
庁｣

と
い
う
。)

に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
課
を
置
き
、
課

の
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
を
置
く
。

( ) 平成24年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日



ス
ポ
ー
ツ
健
康
課

社
会
教
育
文
化
課

特
別
支
援
教
育
課

学
校
支
援
課

管
理
調
整
係
、
企
画
管
理
係
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
係
、
学
校
保
健
給
食
係
、

学
校
体
育
安
全
係

管
理
調
整
係
、
家
庭
・
地
域
教
育
係
、
教
育
文
化
係
、
伝
統
文
化
財
係
、

記
念
物
保
護
係

管
理
調
整
係
、
特
別
支
援
教
育
係
、
特
別
支
援
学
校
整
備
係
、
自
立
支
援

係 管
理
調
整
係
、
総
合
支
援
係
、
教
科
教
育
係
、
産
業
教
育
係
、
生
徒
指
導

係
、
教
育
相
談
係
、
人
権
教
育
係

技

師

職

名

教
育
支
援
課

学
校
職
員
課

課

名
上
司
の
命
を
受
け
、
相
当
高
度
の
技
術
的
業
務
に
従
事
す
る
。

所

掌

事

務

学
校
教
育
係
、
生
徒
指
導
係
、
社
会
教
育
係

管
理
調
整
係
、
学
校
人
事
係

係

名

第
三
条
の
表
学
校
支
援
課
の
項
第
十
号
中｢

人
権
同
和
教
育｣

を｢

人
権
教
育｣

に
改
め
、
同
表
ス

ポ
ー
ツ
健
康
課
の
項
第
一
号
中｢

振
興｣
を｢

推
進｣

に
改
め
る
。

第
六
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
六
条
の
二

本
庁
の
課
に
総
括
管
理
監
を
置
き
、
事
務
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

総
括
管
理
監
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
課
長
を
補
佐
し
、
課
の
予
算
、
人
事
そ
の
他
の
内
部
管
理

事
務
を
掌
理
す
る
。

第
六
条
の
三

本
庁
の
必
要
と
認
め
る
係
に
係
長
を
置
き
、
事
務
職
員
又
は
技
術
職
員
若
し
く
は
指
導

主
事
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

係
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
そ
の
係
の
分
掌
事
務
を
掌
理
す
る
。

第
八
条
の
九
中｢

総
括
管
理
監｣

を｢

管
理
監｣

に
改
め
る
。

第
八
条
の
十
一
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
八
条
の
十
二

本
庁
の
必
要
と
認
め
る
課
に
係
長
を
置
き
、
事
務
職
員
又
は
技
術
職
員
若
し
く
は
指

導
主
事
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

係
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
そ
の
担
任
事
務
を
処
理
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中｢

又
は｣

を｢

及
び｣

に
改
め
る
。

第
九
条
の
二
第
一
項
中

｢

に
主
任｣

の
下
に

｢

、
主
任
技
師｣

を
、｢

事
務
職
員
又
は｣

の
下
に

｢

技
術
職
員
若
し
く
は｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中｢

教
育
主
任｣

を｢

主
任
技
師
、
教
育
主
任｣

に

改
め
る
。

第
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

課
及
び
係
の
設
置)

第
十
一
条

教
育
事
務
所
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
課
を
置
き
、
課
の
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
を
置
く
。

第
十
二
条
の
表
教
育
支
援
課
の
項
第
十
五
号
中｢

振
興｣

を｢

推
進｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
四
条
の
二

教
育
事
務
所
の
必
要
と
認
め
る
係
に
係
長
を
置
き
、
事
務
職
員
又
は
指
導
主
事
を
も

つ
て
充
て
る
。

２

係
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
そ
の
係
の
分
掌
事
務
を
掌
理
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中｢

又
は
指
導
主
事｣

を
削
る
。

第
十
五
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
五
条
の
三

必
要
と
認
め
る
教
育
事
務
所
に
係
長
を
置
き
、
事
務
職
員
又
は
指
導
主
事
を
も
つ
て

充
て
る
。

２

係
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
そ
の
担
任
事
務
を
処
理
す
る
。

第
十
六
条
の
二
第
一
項
中｢

事
務
職
員｣

の
下
に｢

又
は
指
導
主
事｣

を
加
え
る
。

第
十
八
条
第
一
号
の
表
栄
養
士
の
項
中｢

栄
養
士｣

を｢

薬
剤
師｣

に
、｢

栄
養
に｣

を｢

学
校
保

健
に｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

土

屋

嶢

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成24年４月１日 ( )２



炊
事
員

事

員

上
司
の
命
を
受
け
、
給
食
施
設
に
お
け
る
炊
事
、
配
ぜ
ん
等
の
労
務
に
従

事
す
る
。

主

任

炊

主
任
学
校
用
務
員

学
校
用
務
員

主
任
介
護
員

介
護
員

調
理
師
長

主
任
調
理
師

調
理
師

職

名

上
司
の
命
を
受
け
、
学
校
の
環
境
の
整
備
そ
の
他
の
用
務
に
従
事
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、
主
と
し
て
校
内
に
お
い
て
専
ら
児
童
及
び
生
徒
の
介

護
業
務
に
従
事
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、
調
理
業
務
に
従
事
す
る
。

所

掌

事

務

岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

校
長
は
、
卒
業
証
明
書
、
修
了
証
明
書
、
成
績
証
明
書
そ
の
他
の
学
業
に
関
す
る
文
書
を
交
付
す

る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
中｢

又
は｣

を｢

及
び｣

に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
中｢

学
校
に｣

の
下
に｢

管
理
監
又
は｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中｢

学

校
事
務
主
幹｣

を｢

管
理
監
及
び
学
校
事
務
主
幹｣

に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
三
中｢

及
び
課
長
補
佐｣

を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
の
四

必
要
と
認
め
る
学
校
に
課
長
補
佐
を
置
き
、
事
務
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

必
要
と
認
め
る
学
校
に
技
術
課
長
補
佐
を
置
き
、
技
術
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
。

３

課
長
補
佐
及
び
技
術
課
長
補
佐
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
そ
の
担
任
事
務
を
処
理
す
る
。

第
二
十
二
条
の
五

必
要
と
認
め
る
学
校
に
係
長
を
置
き
、
事
務
職
員
又
は
技
術
職
員
を
も
つ
て
充
て

る
。

２

係
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
そ
の
担
任
事
務
を
処
理
す
る
。

｢

第
二
十
五
条
第
二
号
中｢

技
術
職
員
等｣

を｢

技
能
職
員
等｣

に
改
め
、
同
号
の
表
中

を
削
る
。

｣

別
表
岐
阜
県
立
岐
阜
城
北
高
等
学
校
の
部
全
日
制
の
課
程
の
款
家
庭
に
関
す
る
学
科
の
項
中｢
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
科
、｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

土

屋

嶢

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

岐
阜
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中｢

及
び｣

を｢

又
は｣

に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
中｢

又
は｣

を｢

及
び｣

に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
二
を
削
る
。

第
二
十
二
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て｢(

特
別
の
職)｣

を
付
し
、
同
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条

必
要
と
認
め
る
学
校
に
管
理
監
又
は
学
校
事
務
主
幹
を
置
き
、
事
務
職
員
を
も
つ
て
充

て
る
。

２

管
理
監
及
び
学
校
事
務
主
幹
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
そ
の
担
任
事
務
を
処
理
す
る
。

第
二
十
二
条
の
三
を
第
二
十
二
条
の
六
と
し
、
第
二
十
二
条
の
二
を
第
二
十
二
条
の
五
と
し
、
第
二

十
二
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
の
二

必
要
と
認
め
る
学
校
に
事
務
長
補
佐
を
置
き
、
事
務
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

事
務
長
補
佐
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
そ
の
担
任
事
務
を
処
理
す
る
。

第
二
十
二
条
の
三

必
要
と
認
め
る
学
校
に
課
長
補
佐
を
置
き
、
事
務
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

必
要
と
認
め
る
学
校
に
技
術
課
長
補
佐
を
置
き
、
技
術
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
。

３

課
長
補
佐
及
び
技
術
課
長
補
佐
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
そ
の
担
任
事
務
を
処
理
す
る
。

第
二
十
二
条
の
四

必
要
と
認
め
る
学
校
に
係
長
を
置
き
、
事
務
職
員
又
は
技
術
職
員
を
も
つ
て
充
て

る
。

２

係
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
そ
の
担
任
事
務
を
処
理
す
る
。

第
二
十
三
条
第
二
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 平成24年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



労
使
に
従
事
す
る
。

主
任
用
務
員

用

務

員

主
任
営
繕
手

営

繕

手

主
任
営
繕
手

営

繕

手 上
司
の
命
を
受
け
、
庁
舎
等
の
清
掃
、
使
送
等
の

上
司
の
命
を
受
け
、
営
繕
事
務
に
従
事
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、
営
繕
事
務
に
従
事
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
立
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

土

屋

嶢

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

岐
阜
県
立
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
立
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会

規
則
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

岐
阜
県
立
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
六
年
岐
阜
県
条

例
第
四
号)｣

の
下
に｢

、
岐
阜
県
図
書
館
条
例(

平
成
二
十
三
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
号)｣

を
加
え

る
。第

三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

係
の
設
置)

第
三
条

図
書
館
の
総
務
課
に
管
理
調
整
係
を
、
企
画
課
に
企
画
振
興
係
及
び
資
料
係
を
、
サ
ー
ビ
ス

課
に
サ
ー
ビ
ス
第
一
係
、
サ
ー
ビ
ス
第
二
係
及
び
郷
土
・
地
図
情
報
係
を
置
く
。

２

高
山
陣
屋
管
理
事
務
所
に
管
理
調
整
係
を
置
く
。

３

文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー
の
総
務
課
に
管
理
調
整
係
を
、
調
査
課
に
調
査
第
一
係
、
調
査
第
二
係
、

調
査
第
三
係
及
び
飛
騨
調
査
係
を
置
く
。

４

博
物
館
の
総
務
部
に
管
理
調
整
係
を
、
学
芸
部
に
人
文
係
、
自
然
係
、
マ
イ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
係

及
び
教
育
普
及
係
を
置
く
。

５

美
術
館
の
総
務
部
に
管
理
調
整
係
を
、
学
芸
部
に
学
芸
第
一
係
、
学
芸
第
二
係
及
び
教
育
普
及
係

を
置
く
。

６

現
代
陶
芸
美
術
館
の
総
務
部
に
管
理
調
整
係
を
、
学
芸
部
に
学
芸
係
及
び
教
育
普
及
係
を
置
く
。

第
四
条
の
二
中｢

補
佐
さ
せ
る
た
め
、｣

の
下
に｢

必
要
に
応
じ
て｣

を
加
え
る
。

第
六
条
第
一
項
中｢

教
育
機
関
の｣

の
下
に｢

必
要
と
認
め
る｣

を
加
え
、｢

及
び
課｣

を｢

、
課

及
び
係｣

に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

係
長

第
六
条
第
二
項
中｢

及
び
課
長｣

を｢

、
課
長
及
び
係
長｣

に
改
め
、｢

そ
れ
ぞ
れ｣

を
削
り
、｢

又

は
課｣

を｢

、
課
又
は
係｣

に
改
め
る
。

第
六
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
六
条
の
三

必
要
と
認
め
る
教
育
機
関
に
係
長
を
置
く
。

２

係
長
は
、
事
務
職
員
又
は
学
芸
員
を
も
つ
て
充
て
る
。

３

係
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
そ
の
担
任
事
務
を
処
理
す
る
。

第
七
条
第
三
項
及
び
第
八
条
第
三
項
中｢

又
は｣

を｢

及
び｣

に
改
め
る
。

｢

第
九
条
第
二
号
の
表
中

｢を

｣

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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教
育
委
員
会
訓
令
甲

岐
阜
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

事

務

局

一

般

各

教

育

機

関

岐
阜
県
教
育
委
員
会
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

土

屋

嶢

岐
阜
県
教
育
委
員
会
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
教
育
委
員
会
公
文
書
規
程(

昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中｢

第
十
条
の
五｣

を｢

第
十
条
の
四｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
六
号
中｢

第
八
条
の
九
第
一
項｣

を｢

第
六
条
の
二
第
一
項｣

に
改
め
、
同
条
第
七
号
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七

係
長

事
務
局
組
織
規
則
第
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
係
長
を
い
う
。

第
二
条
中
第
十
号
及
び
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
一
号
と

す
る
。

第
六
条
第
二
項
中｢(

総
括
管
理
監
が
置
か
れ
て
い
な
い
場
合
は
管
理
及
び
調
整
を
担
当
す
る
課
長

補
佐
又
は
課
長
の
指
定
す
る
者)｣

を
削
り
、｢

管
理
及
び
調
整
に
関
す
る
事
項
を
整
理
す
る
課
長(

課

長
が
置
か
れ
て
い
な
い
場
合
は
管
理
及
び
調
整
に
関
す
る
事
項
を
整
理
す
る
上
席
の
事
務
職
員｣
を

｢

管
理
調
整
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
長
又
は
課
長(

部
長
又
は
課
長
が
置
か
れ
て
い
な
い
場
合

は
現
地
機
関
等
の
長
の
指
定
す
る
者｣

に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
第
三
号
中｢

枝
番｣

を｢

文
書
番
号
の
枝
番
号｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中｢

次
に

掲
げ
る
文
書｣

を｢

第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
文
書
以
外
の
文
書
で
次
に
掲
げ
る
も
の｣

に
改
め
、

｢

番
号｣

の
下
に｢(

枝
番
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)｣

を
加
え
、
同
項
第
五
号
中｢

前
三
号｣

を｢

前

号｣

に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
第
一
号
中｢

あ
て
名
人｣

を｢

宛
名
人｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

押
し
た
後｣

の
下
に｢

、
主
務
係
長(

係
長
が
置
か
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
課
長
の
指
定
す
る
者
。
以
下
こ
の
章
に

お
い
て
同
じ
。)

に
交
付
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
交
付
を
受
け
た
主
務
係
長
は｣

を
加
え

る
。第

十
条
の
二
中｢

文
書
取
扱
責
任
者｣

を｢

主
務
係
長｣

に
改
め
る
。

第
十
条
の
三
第
一
項
中｢

あ
て｣

を｢

宛
て｣

に
改
め
、｢

文
書
取
扱
責
任
者
が｣

の
下
に｢

主
務

係
長
に
転
送
し
、
主
務
係
長
は
、｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中｢

あ
て｣

を｢

宛
て｣

に
改
め
、
同
条

第
三
項
中｢

前
項｣

を｢

前
二
項｣

に
改
め
る
。

第
十
条
の
四
を
削
る
。

第
十
条
の
五
の
見
出
し
中｢

取
扱
い｣

の
下
に｢

の
特
例｣

を
加
え
、
同
条
中｢

前
四
条｣

を｢

前

三
条｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
の
四
と
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中｢

文
書
取
扱
責
任
者｣

を｢

主
務
係
長｣

に
、｢

第
十
条
の
四｣

を｢

第
十
条

の
三｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
三
中｢

事
務
担
当
者｣

を｢

主
務
係
長｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

起
案
文
書
に
は
、
次
の
区
分
に
よ
り
決
裁
区
分
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

教
育
長

教
育
委
員
会
又
は
教
育
長
の
決
裁
事
項
と
さ
れ
る
も
の

教
育
次
長

教
育
次
長
の
決
裁
事
項
と
さ
れ
る
も
の

義
務
教
育
総
括
監
等

義
務
教
育
総
括
監
等
の
決
裁
事
項
と
さ
れ
る
も
の

課
長

課
長
の
決
裁
事
項
と
さ
れ
る
も
の

係
長

係
長
の
決
裁
事
項
と
さ
れ
る
も
の

第
十
六
条
第
二
項
中｢

行
う
場
合｣

の
下
に｢

に
あ
つ
て｣

を
加
え
、
同
条
第
四
項
中｢

関
係
職
員

に
限
り｣

を｢

係
長
以
上
の
職
に
あ
る
者
に｣

に
改
め
、
同
条
第
八
項
中｢

文
書
を
決
裁
し
た｣

を
削

る
。第

二
十
四
条
第
二
項
中｢

第
三
号｣

の
下
に｢

及
び
第
四
号｣

を
加
え
、｢

往
復
文
書｣

を｢

一
般

文
書｣

に
改
め
、｢

・
契
約｣

を
削
り
、｢

文
書
取
扱
責
任
者｣

を｢

回
議
者｣

に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
号
ロ
及
び
第
三
号
中｢

あ
て
先｣

を｢

宛
先｣

に
改
め
、
同
条
中
第
六
号
を
削
り
、

第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
を
第
八
号
と
す
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中｢

あ
て
名
人｣

を｢

宛
名
人｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

押
し｣

の
下
に｢
、
主
務
課
長(

課
を
置
か
な
い
現
地
機
関
等
に
あ
つ
て
は
所
長
等
の
指
定
す
る
者
。
以
下
こ

の
章
に
お
い
て
同
じ
。)

に
交
付
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
交
付
を
受
け
た
主
務
課
長
は｣

を
加
え
、
同
条
中
第
五
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
六
項
と
し
、
第
三
項
を
第
五
項
と
し
、
第
二
項
の
次

に
次
の
二
項
を
加
え
る
。
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３

親
展
文
書
の
配
布
を
受
け
た
者
は
、
当
該
文
書
を
開
封
し
た
結
果
そ
れ
が
前
二
項
に
定
め
る
手
続

を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
速
や
か
に
文
書
取
扱
責
任
者
に
返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

主
務
課
長
は
、
文
書
取
扱
責
任
者
か
ら
配
布
を
受
け
た
文
書
の
う
ち
自
課
の
所
管
に
属
さ
な
い
も

の
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
当
該
文
書
を
文
書
取
扱
責
任
者
に
返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
一
条
の
四
中｢

あ
て｣

を｢

宛
て｣

に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

軽
易
な
文
書
の
取
扱
い
の
特
例)

第
三
十
一
条
の
五

前
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
軽
易
な
文
書
に
つ
い
て
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ

ム
に
登
録
す
る
こ
と
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
中｢

供
覧
用
紙｣

の
下
に｢(

別
記
第
五
号
様
式
の
二)｣

を
加
え
る
。

第
三
十
二
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

決
裁
区
分
等
の
表
示)

第
三
十
二
条
の
五

起
案
文
書
に
は
、
次
の
区
分
に
よ
り
決
裁
区
分
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
長

所
長
等
の
決
裁
事
項
と
さ
れ
る
も
の

課
長

課
長
の
決
裁
事
項
と
さ
れ
る
も
の

第
三
十
三
条
第
二
項
中｢

行
う
場
合
は
、｣

を｢

行
う
場
合
に
あ
つ
て
は｣

に
、｢

回
議
の
場
合｣

を

｢

回
議
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

の
回
議
を
受
け
た
関
係
の
課
に
お
い

て｣

を｢

を
関
係
課
へ
回
議
す
る
場
合｣

に
、｢

閲
覧｣

を｢

回
議｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
削
る
。

第
三
十
四
条
中｢

並
び
に
第
十
九
条｣

を｢

、
第
十
九
条
並
び
に
第
二
十
条｣
に
改
め
、
後
段
を
削

る
。第

三
十
六
条
第
一
号
ロ
中｢

あ
て
先｣

を｢

宛
先｣

に
改
め
、
同
条
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を

第
六
号
と
す
る
。

第
三
十
七
条
第
二
項
中｢

送
発｣

を｢

発
送｣

に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中｢第
14条
｣

を｢第
14条
､
第
16条
｣

に
改
め
、
同
様
式(

そ
の
一)

中｢教

｢書
留
配
達
証
明

育
次
長
・
課
長
｣

を｢教
育
次
長
・
義
務
教
育
総
括
監
・
課
長
・
係
長
｣

に
、

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
電

県
公
報
掲
載
(増
刷

内
容
証
明
電
報
速
達
親
展
は
が
き

子
メ
ー
ル
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
官
報
報
告

を

部
)
そ
の
他
(

)｣

｢普
通
郵
便
書
留
配
達
証
明
内

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
電
子
メ
ー
ル
官

容
証
明
電
報
速
達
親
展
は
が
き

報
報
告
県
公
報
掲
載
そ
の
他
(

)
｣

に
、｢教

育
次
長

課
長
｣

を｢教
育
次

｢書
留
配
達
証
明
内
容
証
明

長
課
長

係
長
｣

に
改
め
、
同
様
式(

そ
の
二)

中

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
電
子
メ
ー
ル

県
公
報
掲
載
(増
刷

部
)

電
報
速
達
親
展
は
が
き

総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
官
報
報
告

を｢普
通
郵
便
書
留
配
達
証
明
内
容
証
明

そ
の
他
(

)
｣

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
電
子
メ
ー
ル
官
報
報
告

電
報
速
達
親
展
は
が
き

県
公
報
掲
載
そ
の
他
(

)｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲

岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
一
号

事

務

局

一

般

各

教

育

機

関

岐
阜
県
教
育
委
員
会
防
火
等
対
策
実
施
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

松

川

禮

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
防
火
等
対
策
実
施
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
教
育
委
員
会
防
火
等
対
策
実
施
要
綱(

昭
和
四
十
八
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲

第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

教
育
委
員
会
事
務
局
研
修
管
理
課(

課
内
室
を
含
む
。)｣

を｢

教
育
委
員
会
事
務
局
教

育
研
修
課｣

に
改
め
る
。
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第
二
条
中｢

、
県
立
学
校｣

の
下
に｢

、
岐
阜
県
図
書
館
条
例(

平
成
二
十
三
年
岐
阜
県
条
例
第
四

十
号)
に
規
定
す
る
図
書
館｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
二
号

事

務

局

一

般

各

教

育

機

関

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

松

川

禮

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
五
十
一
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
号
中｢

第
八
条
の
九
第
一
項｣

を｢

第
六
条
の
二
第
一
項｣
に
改
め
、
同
条
第
十
一
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
一

係
長

事
務
局
組
織
規
則
第
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
係
長(

係
長
が
置
か
れ
な
い
係

に
あ
つ
て
は
、
当
該
係
に
属
す
る
事
務
局
組
織
規
則
第
八
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
課
長
補

佐
若
し
く
は
技
術
課
長
補
佐
又
は
事
務
局
組
織
規
則
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
査
若
し
く
は

技
術
主
査
の
う
ち
最
も
上
席
の
も
の)

を
い
う
。

第
七
条
に
見
出
し
と
し
て｢(

係
長
専
決
事
項
の
基
準)｣

を
付
し
、
同
条
中｢

次
の
各
号
に
掲
げ
る

基
準
に
よ
る
事
務
は
、
あ
ら
か
じ
め
課
長
が
指
定
す
る
職
員
が
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る｣

を｢

係
長

の
専
決
事
項
と
さ
れ
る
も
の
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る｣

に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
第
四
号
中｢

当
該
事
務
を
所
掌
す
る
課
長
補
佐(

当
該
事
務
を
課
長
補
佐
が
所
掌
し

な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
課
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
者)｣

を｢

総
括
管
理
監｣

に
改
め
、
同
条

第
二
項
中｢

前
項
第
四
号
中｢

当
該
事
務
を
所
掌
す
る
課
長
補
佐(

当
該
事
務
を
課
長
補
佐
が
所
掌
し

な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
課
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
者)｣

を｢

前
項
第
四
号
中｢

総
括
管
理
監｣

に
、｢

場
合
は
、
当
該
事
務
を
所
掌
す
る
課
長
補
佐(

当
該
事
務
を
課
長
補
佐
が
所
掌
し
な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、
課
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
者)｣

を｢

場
合
は
、
総
括
管
理
監｣

に
改
め
、｢

、
総
括

管
理
監
を
置
く
課
に
お
け
る
事
務
の
代
決
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
四
号
中｢

当
該
事
務
を
所
掌
す
る
課

長
補
佐(

当
該
事
務
を
課
長
補
佐
が
所
掌
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
課
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る

者)｣

と
あ
る
の
は｢

総
括
管
理
監(

総
括
管
理
監
が
出
張
等
に
よ
り
代
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
務
を
所
掌
す
る
課
長
補
佐(

当
該
事
務
を
課
長
補
佐
が
所
掌
し
な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、
課
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
者)｣

と｣

を
削
る
。

第
十
五
条
の
見
出
し
中｢

課
長
専
決
事
項｣

を｢

現
地
機
関
等
の
課
長
専
決
事
項｣

に
改
め
、
同
条

中｢

課
長｣

を｢

現
地
機
関
等
の
課
長｣

に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
見
出
し
中｢

課
長
専
決
事
項｣

を｢

現
地
機
関
等
の
課
長
専
決
事
項｣

に
改
め
、
同
条

中｢

課
長｣

を｢

現
地
機
関
等
の
課
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
三
号

事

務

局

一

般

各

教

育

機

関

岐
阜
県
教
育
委
員
会
自
動
車
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

松

川

禮

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
自
動
車
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
教
育
委
員
会
自
動
車
等
管
理
規
程(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
四

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中｢

第
七
十
四
条
の
二
第
一
項｣

を｢

第
七
十
四
条
の
三
第
一
項｣

に
改
め
、｢

、

学
校
事
務
主
幹｣

を
削
る
。

第
七
条
第
一
項
中｢

第
七
十
四
条
の
二
第
四
項｣

を｢

第
七
十
四
条
の
三
第
四
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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